




3 

 

 

特例制度に関する課題をはじめ、法に係る犬の登録等事務の実態を把握するた

め、四国内の 38 市にアンケートを配付するとともに（うち 36 市から回答）、回答

のあった市の一部と、四国内４県を対象にヒアリングを行いました。その結果の概

要は以下のとおりです。 

  

 

 

実態把握結果の概要 

 

 

 

１ 犬の登録事務における課題 

・ 狂犬病予防注射の案内時に死亡届の励行を案内する市が多い（23/36）一方、

住民の転入手続時に犬の所有者に登録変更手続を案内する市は多くない

（16/36）。 

・ 犬又は所有者が所在不明時における原簿からの消除基準が曖昧であるため、

これを理由に消除を行う市は少数（12/36） 

・ 生後 25年以上等「特別の事情」での消除は多くの市が実施（27/36）。しかし、

消除要件は市によって区々 

・ マンパワーの不足により、原簿の整理まで手が回らないとする市が多い。 

・ ペットショップの登録頭数が販売頭数を大きく上回るなど登録が不正確な状

況がみられた。 

２ 狂犬病予防注射推進のための取組における課題 

・ 多くの市で狂犬病予防注射案内はがきを送付（35/36）。しかし、未注射犬の

把握（17/36）、未注射犬所有者への督促（11/36）といった積極的な取組は低調 

・ 注射率の低い市では、犬の登録原簿データの信頼性が乏しいため、予防注射

の案内を適切に行えていない。正確な原簿の整備が、注射率向上につながると

の意見有り。 

３ マイクロチップ装着義務化に係る狂犬病予防法の特例の課題 

・ 犬の所在地変更が特例制度の参加・不参加市町村間で生じると、転入・転出

時の事務手続時に市町村間での確認作業を要する（18市）。 

・ 犬が転入した場合、旧所在地市町村から原簿の送付があれば狂犬病予防注射

歴を把握できるが、特例制度により通知される登録情報では注射歴を把握でき

ない（７市）。 

・ マイクロチップを装着した犬を購入後、飼い主において登録情報を変更しな

ければならないことが浸透しておらず、登録された所有者が前所有者のままで

ある例が従来の鑑札の場合より増加した（５市）。 

・ 国には、市町村の登録手数料徴収に関する課題を解消した上、全国統一的に

特例制度に参加する仕組みとなるよう検討してほしい（４市）。 
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四国地域行政改善推進会議の意見 

 

 

  上記の四国地域における実態把握の結果を踏まえ、再度、同推進会議において意

見を聴取したところ、次の意見がありました。  

・ 狂犬病予防制度に動物愛護の観点から導入されたマイクロチップ装着義務化 

が関連付けられていることで制度が複雑化し、犬の飼い主はもとより市町村の職

員にも分かりにくいものとなっている。ペットショップや動物病院を基点に、制

度のより一層の周知を図る必要がある。 

  ・ 特例制度の運用については順次改善が図られているところであるが、特例制度

のメリットを最大限発揮させるには、全ての市町村がこれに参加する必要がある。

そのため、今後、手数料徴収の問題等を解消することにより、全ての市町村が参

加するメリットを感じられる環境を整備する必要がある。 

  ・ 狂犬病予防に関わる市町村のマンパワー不足の問題を考慮すると、都道府県が

市町村をバックアップする体制が必要と考えられる。 

  ・ 上記の意見を厚生労働省等に参考連絡するとともに、同省等が必要な措置をと

る際の参考となるよう、今回把握した四国地域の実態を同省等に提供してはいか

がか。 

 

 

【四国地域行政改善推進会議】 
四国地域行政改善推進会議とは、行政相談を端緒として、行政の制度・運営に係るものの改善

について、民間有識者の意見を聴取し、その公平性、中立性及び的確性の一層の確保を図り、もっ

て国民的立場に立った行政の改善を効果的に推進する会議 
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